
デイサービス なごみ荘・指定通所介護施設運営規程 

 

＜事業の目的＞ 

第１条 愛媛物産株式会社が開設する指定通所介護施設デイサービスなごみ荘（以下「施

設」）という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理に関する事項を定め、サー

ビスを行うことを目的とする。 

 

＜運営の方針＞ 

第２条 施設は、家庭や地域との結びつきを重視し、明るく家庭的な雰囲気の中で利用者

の人間性を尊重した施設運営を基本方針とする。 

２ 施設は利用者に対し、自らの残存能力を維持させ自立支援にむけ機能回復に努める

ことを援助し、施設サービスと在宅サービスの連携を図る。 

３ 家族相談、指導、ボランティアの参加を求め、市町村や地域との結び付きを重視し

た運営を行うこととする。 

第３条 事業を行う施設名称及び所在地は次のとおりとする。 

 一 名称   デイサービス なごみ荘 

 二 所在地  愛媛県宇和島市高串１番耕地４２４ 

 

＜職員の職種、員数及び職務内容＞ 

第４条 施設に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 一 管理者 1 名(常勤) 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

 二 看護職員 2 名(契約による勤務・非常勤) 

   利用者の介護、身体状態の観察、機能訓練を行う。 

 三 生活相談員 3 名（常勤・非常勤) 

   利用者及び家族等の相談、生活行動プログラムの作成、レクリエーション等の計

画・指導市町村との連携、ボランティアの指導を行う。 

 四 介護職員 9 名(常勤・非常勤) 

   利用者の身体介護を行う。 

 五 機能訓練指導員 4 名（常勤・非常勤） 

   日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。 

 

＜営業日及び営業時間＞ 

第５条 施設の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 一 定 休 日 日曜日とする。但し 1月 1 日から 1月 3 日まで正月休みとする 

 二 営業時間 ８：００～１７：００迄とする。 

 



＜利用定員＞ 

第６条 指定通所介護の利用定員は、４０名とする。 

 

＜通所介護の内容及び利用料その他の費用の額＞ 

第７条 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額は次のとおりです。 

サービス提供時間 ８：１５～１６：３０ 

１             日  課 

８：００ 迎え 

８：１０ 住宅型利用者 

     デイルーム移動 

９：００ 健康チェック 

      朝の挨拶・体操 

      入浴・機能訓練 

      レクリエーション 

１２：００ 昼食・口腔ケア 

      休憩 

１３：３０ レクリエーション 

      機能訓練 

１５：００ おやつ 

１６：３０ 送り出発・住宅型利 

用者居室フロア移 

動 

 

２ 指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるもの

とし、当該指定通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護保険負担割合証に 

 記載された負担割合に応じた額とする。 

３ 前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に揚げる費用の額を徴収する。 

① 食  費       630円(税込) 

② おむつ代       実 費 

③ 前各号に揚げるもののほか、通所介護の提供に係る便宜のうち、日常生活において

も通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と

認められる費用は実費とする。 

４ 前項の費用の額に関わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、利用者の同意を

得るものとする。 

 

 



＜通常の事業の実施地域＞ 

第８条 通常の事業の実施地域は、宇和島市(島しょ部地域を除く)、鬼北町とする。 

 

＜サービス利用に当たっての留意事項等＞ 

第９条 事業所の利用者は、次の各号に揚げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなけ

ればならない。 

① 火気の取り扱いに注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。 

② 建物・備品その他の器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。 

③ 喧嘩・口論又は、暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。 

２ 管理者は、利用者が次の各号に該当すると認めた時は、当該利用者の市町村に対し、

所定の手続きにより、サービス提供の中止等の措置を行うことができる。 

① 事業所の秩序を乱す行為をした者 

② 故意にこの規程等に違反した者 

 

＜緊急時等における対応方法＞ 

第１０条 利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡す

る等の処置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。 

 

＜非常災害対策＞ 

第１１条 非常災害対策は、次のとおりとする。 

 一 管理者は、消防機関の指導により、災害対策その他緊急な事態に際しての対策をた

てるとともに、避難、通報及び消火訓練を年２回以上実施しなければならない。 

 二 管理者は、前項に規定する訓練の実施に当たってあらかじめ職員の分担事項を定め、

これを周知させるとともに、避難、誘導経路を常時必要な場所に提示しておかなけれ

ばならい。 

 三 管理者は常時消火器の点検を行い整備する。 

 

＜その他運営に関する重要事項＞ 

第１２条 指定通所介護施設は、介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとお

り設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

 一 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

 二 継続研修   年３回 

 

２ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるために、

従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とする。 



４ この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は愛媛物産株式会社と施設の管

理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

第 13 条 利用者からの、相談又は苦情等に対応する窓口担当者を設置する。管理者が、

苦情処理を担当し相談の内容の分析しその改善に努めるものとする。 

第 14 条 事故の起こった際は適切な判断のもと下記のような必要な処置を取らなければ

ならない。 

一 市町村の窓口への連絡 

 二 居宅介護支援事業所への連絡 

 三 家族への連絡 

 四 病院への連絡、救急車の手配等 

 五 加入保険会社への連絡 

 

 

付 則 

この規定は、愛媛県の指定を受けた日から施行する。 

この規定は、平成 17 年 8 月 11 日から施行する。(定員の変更) 

この規定は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。(食費の変更) 

この規定は、平成 18 年 1月 4 日から施行する。(職種・職務内容) 

この規定は、平成 18 年 7 月 29 日から施行する。(定員の変更) 

この規定は、平成 20 年 9月 1 日から施行する。(利用定員・職員数の変更) 

この規定は、平成 21年 4月１日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、平成 23年 3月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態・キャンセル料の表記・ 

交通費の削除・苦情対応窓口の追記・ 

営業時間の変更) 

この規定は、平成 23年 10 月 1 日から施行する。(定員の変更) 

この規定は、平成 24年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・サービス提供時間、日課 

                      の一部変更) 

この規定は、平成 26 年 4月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態・食費の変更) 

この規定は、平成 27 年 4月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態・定休日の変更・通常 

の事業の実施地域の変更) 

この規定は、平成 27 年 8 月 1 日から施行する。(通所介護の利用料の負担割合の変更) 

この規定は、平成 29年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・定員の変更) 

この規定は、平成 30 年 4月 1 日から施行する。(職員の員数の変更・食費の変更) 

この規定は、平成 31年 4月 1 日から施行する。(職員の員数の変更・営業時間の変更) 

この規定は、令和 2年 4月 1 日から施行する。(職員の員数の変更・サービス提供時間の 

変更・日課に住宅型利用者の移動を追加) 



付 則 

この規定は、令和 3年 4月 1 日から施行する。(職員の員数の変更) 

この規定は、令和 4年 3月 1 日から施行する。(職員の員数・勤務形態の変更・定休日の 

変更) 

この規定は、令和 4年 4月 1 日から施行する。(職員の員数・勤務形態の変更・食材料費 

の変更) 

この規定は、令和 4年 6月 1 日から施行する。(職員の員数の変更) 

この規定は、令和 4年 7月 1 日から施行する。(職員の員数の変更) 

この規定は、令和 4年 9月 1 日から施行する。(職員の員数の変更) 

この規定は、令和 4年 11月 1 日から施行する。(食費の変更) 

この規定は、令和 4年 12月 1 日から施行する。(職員の員数の変更) 

この規定は、令和 5年 3月 1 日から施行する。(定休日の変更) 

この規定は、令和 5年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・勤務形態の変更) 

この規定は、令和 6 年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・食費の変更) 

 

 

 

 



デイサービス なごみ荘 運営規程 

[指定介護予防・日常生活支援総合事業第１号] 

 

＜事業の目的＞ 

第１条 愛媛物産株式会社が開設する指定介護予防・日常生活支援総合事業第１号施設デ

イサービスなごみ荘（以下「施設」）という。）の適正な運営を確保するために人員及び

管理に関する事項を定め、介護予防サービスを行うことを目的とする。 

 

＜運営の方針＞ 

第２条 施設は、家庭や地域との結びつきを重視し、明るく家庭的な雰囲気の中で利用者

の人間性を尊重した施設運営を基本方針とする。 

２ 施設は利用者に対し、自らの残存能力を維持させ自立支援にむけ機能回復に努める

ことを援助し、施設サービスと在宅サービスの連携を図る。 

３ 家族相談、指導、ボランティアの参加を求め、市町村や地域との結び付きを重視し

た運営を行うこととする。 

第３条 事業を行う施設名称及び所在地は次のとおりとする。 

 一 名称   デイサービス なごみ荘 

 二 所在地  愛媛県宇和島市高串１番耕地４２４ 

 

＜職員の職種、員数及び職務内容＞ 

第４条 施設に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

 一 管理者 1 名(常勤) 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

 二 看護職員 1 名(契約による勤務) 

   利用者の介護、身体状態の観察、機能訓練を行う。 

 三 生活相談員 3 名(常勤・非常勤） 

   利用者及び家族等の相談、生活行動プログラムの作成、レクリエーション等の計

画・指導市町村との連携、ボランティアの指導を行う。 

 四 介護職員 9 名(常勤・非常勤) 利用者の身体介護を行う。 

 五 機能訓練指導員 4 名(常勤・非常勤） 

   日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。 

 

＜営業日及び営業時間＞ 

第５条 施設の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 一 定 休 日 日曜日とする。但し 1月 1 日から翌年 1月 3 日まで正月休みと 

する。 

 二 営業時間 ８：００～１７：００迄とする。 



＜利用定員＞ 

第６条 指定介護予防通所介護の利用定員は、４０名とする。 

 

＜通所介護の内容及び利用料その他の費用の額＞ 

第７条 指定介護予防通所介護の内容及び利用料その他の費用の額は次のとおりです。 

  サービス提供時間 ８：１５～１６：３０ 

             日  課 

８：００ 迎え 

９：００ 健康チェック 

      朝の挨拶・体操 

      入浴・機能訓練 

      レクリエーション 

１２：００ 昼食・口腔ケア 

      休憩 

１４：００ レクリエーション 

      機能訓練 

１５：００ おやつ 

１６：３０ 送り出発 

 

２ 指定介護予防通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準に

よるものとし、当該指定介護予防通所介護が法定代理受領サービスであるときは、介護

保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額とする。 

３ 前項の支払いを受ける額のほか、次の各号に揚げる費用の額を徴収する。 

① 食  費       630円(税込) 

② おむつ代       実 費 

③ 前各号に揚げるもののほか、介護予防通所介護の提供に係る便宜のうち、日常生活

においても通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させること

が適当と認められる費用は実費とする。 

４ 前項の費用の額に関わるサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその

家族に対し、当該サービスの内容及び費用について文書で説明を行い、利用者の同意を

得るものとする。 

 

＜通常の事業の実施地域＞ 

第８条 通常の事業の実施地域は、宇和島市(島しょ部地域を除く)とする。 

 

 

 



 

＜サービス利用に当たっての留意事項等＞ 

第９条 事業所の利用者は、次の各号に揚げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなけ

ればならない。 

① 火気の取り扱いに注意し、所定の場所以外で喫煙しないこと。 

② 建物・備品その他の器具を破損し、若しくは持ち出さないこと。 

③ 喧嘩・口論又は、暴力行為等、他人の迷惑になることをしないこと。 

２ 管理者は、利用者が次の各号に該当すると認めた時は、当該利用者の市町村に対し、

所定の手続きにより、サービス提供の中止等の措置を行うことができる。 

① 事業所の秩序を乱す行為をした者 

② 故意にこの規程等に違反した者 

 

＜緊急時等における対応方法＞ 

第１０条 利用者に病状に急変、その他緊急事態が生じた場合、速やかに主治医に連絡す

る等の処置を講ずるとともに管理者に報告しなければならない。 

 

＜非常災害対策＞ 

第１１条 非常災害対策は、次のとおりとする。 

 一 管理者は、消防機関の指導により、災害対策その他緊急な事態に際しての対策をた

てるとともに、避難、通報及び消火訓練を年２回以上実施しなければならない。 

 二 管理者は、前項に規定する訓練の実施に当たってあらかじめ職員の分担事項を定め、

これを周知させるとともに、避難、誘導経路を常時必要な場所に提示しておかなけれ

ばならい。 

 三 管理者は常時消火器の点検を行い整備する。 

 

＜その他運営に関する重要事項＞ 

第１２条 指定介護予防通所介護施設は、介護員等の質的向上を図るための研修の機会を

次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。 

 一 採用時研修  採用後１ヶ月以内 

 二 継続研修   年３回 

２ 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

３ 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるために、

従業者でなくなった後においてもこれからの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契

約の内容とする。 

４ この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は愛媛物産株式会社と施設の管

理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 



 

第 13 条 利用者からの、相談又は苦情等に対応する窓口担当者を設置する。管理者が、

苦情処理を担当し相談の内容の分析しその改善に努めるものとする。 

第 14 条 事故の起こった際は適切な判断のもと下記のような必要な処置を取らなければ

ならない。 

一 市町村の窓口への連絡 

 二 居宅介護支援事業所への連絡 

 三 家族への連絡 

 四 病院への連絡、救急車の手配等 

 五 加入保険会社への連絡 

 

付 則 

この規定は、愛媛県の指定を受けた日から施行する。 

この規定は、平成 17 年 8 月 11 日から施行する。(定員の変更) 

この規定は、平成 17 年 10 月 1 日から施行する。(食費の変更) 

この規定は、平成 18 年 1月 4 日から施行する。(職種・職務内容) 

この規定は、平成 19年 7月１日から施行する。（新予防給付への変更） 

この規定は、平成 18 年７月 29 日から施行する。(定員の変更) 

この規定は、平成 20 年 9月 1 日から施行する。(利用定員・職員数の変更) 

この規定は、平成 21年 4月１日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、平成 23年 3月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態・キャンセル料の表記・ 

交通費の削除・苦情対応窓口の追記・ 

営業時間の変更) 

この規定は、平成 23年 10 月 1 日から施行する。(定員の変更) 

この規定は、平成 24年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・サービス提供時間、日課 

の一部変更) 

この規定は、平成 26 年 4月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態・食費の変更) 

この規定は、平成 27 年 4月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態・定休日の変更・通常 

の事業の実施地域の変更) 

この規定は、平成 27 年 8 月 1 日から施行する。 

(介護予防通所介護の利用料の負担割合の変更) 

この規定は、平成 29年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・定員の変更) 

この規定は、平成 30 年 4月 1 日から施行する。(総合事業への変更・職員数の変更・食費 

の変更・通常の事業の実施地域の変更) 

この規定は、平成 31年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・営業時間の変更・サービ

ス提供時間の削除) 

この規定は、令和 2 年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更) 



この規定は、令和 3年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、令和 4年 3月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態の変更・定休日の変更) 

この規定は、令和 4年 4月 1 日から施行する。(職員数・勤務形態の変更・食費の変更) 

この規定は、令和 4年 6月 1 日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、令和 4年 7月 1 日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、令和 4年 9月 1 日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、令和 4年 11月 1 日から施行する。(食費の変更) 

この規定は、令和 4年 12 月 1 日から施行する。(職員数の変更) 

この規定は、令和 5年 3月 1 日から施行する。(定休日の変更) 

この規定は、令和 5年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・勤務形態の変更) 

この規定は、令和 6 年 4月 1 日から施行する。(職員数の変更・食費の変更) 

 

 

 

 

 


